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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】
 

回次 
第27期 

第２四半期 
連結累計期間 

第28期 
第２四半期 

連結累計期間 
第27期 

会計期間 
自 平成28年１月１日 
至 平成28年６月30日 

自 平成29年１月１日 
至 平成29年６月30日 

自 平成28年１月１日 
至 平成28年12月31日 

売上高 (千円) 1,557,274 2,392,279 4,740,821 

経常利益又は経常損失（△） (千円) △65,495 133,526 210,144 

親会社株主に帰属する四半期（当期）
純利益又は親会社株主に帰属する四半
期純損失（△） 

(千円) △169,247 124,445 176,303 

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △225,824 129,573 146,742 

純資産額 (千円) 1,337,608 1,881,307 1,726,875 

総資産額 (千円) 7,738,848 14,574,162 12,241,459 

１株当たり四半期（当期）純利益金額
又は１株当たり四半期純損失金額
（△） 

(円) △40.97 28.04 41.73 

潜在株式調整後１株当たり四半期（当
期）純利益金額 

(円) － 27.54 40.40 

自己資本比率 (％) 17.2 12.9 14.1 

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) △1,919,898 △1,449,785 △4,730,977 

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △279,959 △896,552 △721,559 

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) 1,841,643 1,867,797 5,576,511 

現金及び現金同等物の四半期末（期
末）残高 

(千円) 417,640 421,162 899,547 

 

回次 
第27期 

第２四半期 
連結会計期間 

第28期 
第２四半期 

連結会計期間 

会計期間 
自 平成28年４月１日 
至 平成28年６月30日 

自 平成29年４月１日 
至 平成29年６月30日 

１株当たり四半期純利益金額又は１株
当たり四半期純損失金額（△） 

(円) △42.06 32.53 

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．第27期第２四半期連結累計期間における潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、

潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。 
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２【事業の内容】

 当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。 

 また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。 

 

 (不動産管理事業部門関連) 

 当第２四半期連結会計期間より、新たに設立した合同会社旭川開発を連結の範囲に含めております。 

 この結果、平成29年６月30日現在で当社グループは、当社及び子会社４社により構成されることとなりました。 
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

 当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。 

 

２【経営上の重要な契約等】

 当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況 

 当第２四半期連結累計期間における首都圏の新築マンション発売戸数は14,730戸と、前年同期を1.9％上回りま

した。契約率については好調の目安といわれる70％に対し、当期間における平均の契約率は67.3％（前年同期間の

平均契約率は68.4％）となり、上期としては２年連続で70％を下回りました（数字は不動産経済研究所調べ）。１

㎡当たりの平均単価及び１戸当たり平均販売価格がそれぞれ4.0％及び3.5％上昇したこと等が、新築マンションの

低調な契約率に繋がっているものと推察されます。 

 また、東日本不動産流通機構調べによる首都圏中古マンションの成約件数は9,479戸と前年同期を1.2％上回りま

した。また、１㎡当たり単価は平成25年１～３月期以降、18四半期連続して前年同期の価格を上回っております。 

 このような環境の中、当社は活況な中古マンションマーケットをターゲットとした１棟リノベーションマンショ

ン「ラ・アトレ武蔵浦和ＷＥＳＴ」などの戸別リノベーションマンション事業に注力するとともに、「ヴィルドミ

ール浅草橋」などの首都圏を中心とした新築マンション販売事業を推進いたしました。また、不動産管理事業部門

においては、名古屋地区で３棟目となる「緩和ケア・在宅ホスピス」に特化した高齢者住宅を取得する等、収益不

動産ポートフォリオの充実を図っており、今後の賃料収入が業績に寄与する見込みです。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間における売上高及び損益の状況は以下のとおりとなりました。 

 なお、セグメント間の内部売上は除いております。 

 

セグメント別売上高の概況 

セグメント 
前第２四半期連結累計期間 
（自 平成28年１月１日 
至 平成28年６月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成29年１月１日 
至 平成29年６月30日） 

構成比 
前年同 

四半期比 

  千円 千円 ％ ％ 

不動産販売事業 1,375,590 2,126,903 88.9 54.6 

（新築不動産販売部門） (435,345) (1,052,929) 44.0 141.9 

（再生不動産販売部門） (940,244) (1,073,974) 44.9 14.2 

不動産管理事業部門 178,216 260,188 10.9 46.0 

その他 3,467 5,187 0.2 49.6 

合計 1,557,274 2,392,279 100.0 53.6 

 

① 売上高 

 （ⅰ）新築不動産販売部門では、前年より販売を開始した新築分譲マンション「ヴィルドミール浅草橋」が完

売したこと等により、売上高1,052百万円（前年同四半期比141.9％増）となりました。また、セグメント利益は

97百万円（同217.2％増）となりました。 

 （ⅱ）再生不動産販売部門では、戸別リノベーション販売部門において、リノベーションマンションを27戸引

渡したことにより、売上高1,073百万円（同14.2％増）となりました。また、セグメント利益は168百万円（同

224.5％増）となりました。 

 （ⅲ）不動産管理事業部門は、管理物件の賃貸収入等により売上高260百万円（同46.0％増）となりました。

また、セグメント利益は135百万円（同55.4％増）となりました。 

（注）セグメント利益とは、各セグメントの売上総利益から販売費及び営業外費用を差し引いたものでありま

す。 

 

- 4 -



② 営業利益 

 販売費及び一般管理費は389百万円（同54.5％増）となりました。 

 その結果、営業利益は250百万円（同1,099.4％増）となりました。 

 

③ 経常利益・親会社株主に帰属する四半期純利益 

 支払利息102百万円（同102.4％増）、支払手数料７百万円（同12.5％減）を中心に営業外費用が124百万円

（同36.6％増）となった結果、経常利益は133百万円（前年同四半期は65百万円の損失）、親会社株主に帰属す

る四半期純利益は124百万円（前年同四半期は169百万円の損失）となりました。 

 

(2）財政状態の分析 

①資産、負債及び資本の状況 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ2,332百万円増加し、14,574百万円と

なりました。これは、現金及び預金が505百万円減少したこと、販売用不動産が1,588百万円増加したこと、仕掛

販売用不動産が366百万円増加したこと、建物及び構築物が367百万円増加したこと、土地が313百万円増加した

こと等が主な原因であります。 

 また、当第２四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末に比べ2,178百万円増加し、12,692百万円

となりました。これは短期借入金が258百万円増加したこと、１年内返済予定の長期借入金が2,299百万円増加し

たこと、長期借入金が712百万円減少したこと等が主な原因であります。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は前連結会計年度末に比べ154百万円増加し、1,881百万円となりま

した。これは、親会社株主に帰属する四半期純利益を124百万円計上したこと、新株予約権の行使に伴い資本金

及び資本準備金がそれぞれ22百万円増加したこと、配当の実施に伴い利益剰余金が21百万円減少したこと等が主

な原因であります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

 現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ478百万円の減少となり、421百万円となりました。当第２四

半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。 

ａ．営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益126百万円、たな卸資産の増加1,955百万

円、仕入債務の増加168百万円等により1,449百万円の資金支出（前年同四半期は1,919百万円の資金支出）と

なりました。 

ｂ．投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、積立預金の払戻による収入30百万円、有形固定資産の取得による支

出802百万円、無形固定資産の取得による支出69百万円、貸付けによる支出35百万円等により896百万円の資金

支出（前年同四半期は279百万円の資金支出）となりました。 

ｃ．財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増加258百万円、長期借入れによる収入2,157百万

円、長期借入金の返済による支出570百万円等により1,867百万円の資金獲得（前年同四半期は1,841百万円の

資金獲得）となりました。 

 

(3）主要な設備 

①新設により、当第２四半期連結累計期間に著しい変動があった設備は、次のとおりであります。 

会社名 所在地 セグメントの名称 設備の内容
帳簿価額 

(千円)
取得年月

合同会社 

旭川開発
北海道旭川市 不動産管理事業 土地及び建物 690,406 平成29年４月

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 17,000,000 

計 17,000,000 

 

②【発行済株式】

 

種類 
第２四半期会計期間末
現在発行数（株） 

（平成29年６月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成29年８月10日） 

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 4,930,000 4,930,000 
東京証券取引所 
ＪＡＳＤＡＱ 
（グロース） 

権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式。 
単元株式数は100株でありま
す。 

計 4,930,000 4,930,000 － － 

（注） 提出日現在の発行数には、平成29年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。 
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(2) 【新株予約権等の状況】

 当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

決議年月日 平成29年５月26日

新株予約権の数（個） 4,002

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 400,200（注）８

新株予約権の行使時の払込金額（円） 630（注）９

新株予約権の行使期間
自  平成29年６月13日

至  平成31年６月12日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）
（注）10

新株予約権の行使の条件 各新株予約権の一部行使はできません。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する

ものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

  （注）１．本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であり、第三者割当の方法により全てマッコー

リー・バンク・リミテッド（以下「割当先」という。）に割当てるものとし、その特質等は以下のとおりで

す。

(1) 本新株予約権の目的となる株式の種類及び数

本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式（下記（注）７に定義）400,200株（本新株

予約権１個あたりの目的である株式の数は（下記（注）８に定義）は100株）で確定しており、株価の上昇又

は下落により行使価額（下記（注）９に定義）が修正されても変化しない（但し、下記（注）８に記載のと

おり、調整されることがある。）。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予

約権による資金調達の額は増加又は減少する。 

(2) 行使価額の修正 

当社が決定する下記（注）９(3)の条件により、行使価額は、各修正日の前取引日の株式会社東京証券取引所

（以下「東京証券取引所」という。）における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合に

は、その直前の終値）の90％に相当する金額（円位未満小数第３位まで算出し、小数第３位の端数を切り上

げた金額）に修正される。 

「取引日」とは、東京証券取引所で売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通

株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限があった場合（一時的な取引制限を含む。）には、当該日

は「取引日」にあたらないものとする。 

「修正日」とは、各行使価額の修正につき、当社が行使価額の修正を決議した後、本新株予約権の各行使請

求の効力発生日（本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領し、かつ当該本新株予約権の行使に際

して出資される財産の価額の全額が当社が定める口座に入金された日）をいう。 

(3) 行使価額の修正頻度 

行使の際に本項(2)に記載の条件に該当する都度、各修正日の前取引日において、修正される。 

(4) 行使価額の下限 

行使価額は311円（但し、下記（注）９(4)による調整を受ける。）（以下「下限行使価額」という。）を下

回らないものとする。なお、本項(2)の計算による修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場

合、行使価額は下限行使価額とする。 

(5) 割当株式数の上限 

400,200株。但し、下記（注）８に記載のとおり、調整される場合がある。 

(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限（本項(4)に記載の行使価額の下限にて新株予約権

が全て行使された場合の資金調達額） 

本新株予約権の発行価額の総額2,341,170円に下限行使価額である311円で本新株予約権が全部行使された場

合の124,462,200円を合算した金額。 
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(7) 当社の請求による本新株予約権の取得 

本新株予約権には、当社の決定により、本新株予約権の全部又は一部を取得することを可能とする条項が設

けられている。 

(a)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以

降、会社法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前に通知をしたうえで、当社取締役会で定める取

得日に、本新株予約権１個当たり585円の価額で、本新株予約権を有する者（以下「本新株予約権者」と

いう。）（当社を除く。）の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得を

する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。本要項の他のいかなる規定にもかかわ

らず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約

権者が得たいかなる情報も、適用ある日本の法令において未公開の重要情報又はインサイダー情報その他

の同様な未公開情報を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものと

する。 

(b)当社は、当社が合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）をする場合、株式交換若しくは株式移転

により他の会社の完全子会社となる場合又は東京証券取引所において当社の普通株式が上場廃止とされる

場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前に通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、

本新株予約権１個当たり585円の価額で、本新株予約権者（当社を除く。）の保有する本新株予約権の全

部を取得する。本要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予

約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、適用ある日本の法令に

おいて未公開の重要情報又はインサイダー情報その他の同様な未公開情報を構成しないよう、当社が当該

取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。 

２．企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第９項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定す 

るデリバティブ取引その他の取引の内容 

該当事項はありません。 

３．本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項についての本新株予約権の所有者との間の取決めの内容 

(1) 株式購入保証 

当社と割当先との間の新株予約権買取契約（以下「本買取契約」という。）において、行使期間中、当社

は、(ⅰ)当社が割当先に対して一定の様式の書面による事前の通知により株式購入保証期間を指定するこ

と、及び(ⅱ)ある株式購入保証期間の終了日と他の株式購入保証期間の開始日の間は、少なくとも10取引日

以上の間隔を空けることを条件として、株式購入保証期間の適用を指定することができる旨が定められてお

り、株式購入保証期間において、割当先は、本新株予約権を行使し、当社普通株式に係る当該株式購入保証

期間の指定時の流動性に応じた行使保証金額（本項⑨に定義）と同額を行使価額として当社に対して払い込

むこととされております（なお、かかる場合、割当先は本新株予約権をその裁量で一回又は複数回に分けて

行使することができるものとされます。）。

但し、(ⅰ)ある株式購入保証期間の初日において該当する行使保証金額分を下回る数の本新株予約権が残存

する場合には、割当先は、その時点で未行使の本新株予約権を行使すれば足り、(ⅱ)ある株式購入保証期間

中に、行使期間の末日、又は、上記（注）１(7)に記載の取得事由に定める取得日又は本買取契約に基づく買

取請求権（詳細については本項(3)に記載のとおり。）による取得を割当先が請求した日のいずれかの日（以

下「早期終了日」という。）が到来する場合、割当先は早期終了日時点において該当する行使保証金額に不

足する金額が生じたとしても、かかる不足額を当社に対して支払ういかなる義務も負わないものとされま

す。 

なお、「株式購入保証期間」とは、当社が株式購入保証期間の適用を指定した日の翌適格取引日から起算し

て20適格取引日の期間をいい、「適格取引日」とは、以下の全ての事由が存在しない取引日をいうものとし

ます。 

①東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の株価が、本新株予約権の下限行使価額（本新株予約

権が行使価額固定型新株予約権（当社取締役会の決議により、本新株予約権の行使価額が修正される仕組

みに切り替える前の本新株予約権のことをいう。）である間に該当する株式購入保証期間が設定された場

合は、当初行使価額）に1.1を乗じた額以下である場合 

②東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の株価が、東京証券取引所が公表する、直前の取引日

の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値から10％以上下落している場合 
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③当社普通株式の当該取引日の東京証券取引所における普通取引の売買代金が、当該行使保証金額に係る

下記の必要下限売買代金以下である場合 

行使保証金額 必要下限売買代金 

4,000万円 700万円 

3,000万円 500万円 

2,000万円 350万円 

④当該取引日が不行使期間（詳細については本項(2)を参照）に該当する場合 

⑤当該取引日より前に割当先が行使していたものの、当該行使により取得することとなる当社普通株式が

当該行使が効力を生じた日から３取引日を超えて割当先に交付されていない、本新株予約権が存在する場

合 

⑥割当先による行使が、制限超過行使（本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行

使により取得することとなる当社普通株式数が払込期日時点における上場株式数（東京証券取引所が当該

払込期日時点に公表している直近の上場株式数をいいます。払込期日後に行われた株式の分割、併合又は

無償割当てが行われた場合に公正かつ合理的に調整された上場株式数を含みます。）の10％を超えること

となる場合における当該10％を超える部分に係る本新株予約権の行使をいいます。）に該当し、又は私的

独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号、その後の改正を含みます。）第11条

第１項本文所定の制限に抵触する場合 

⑦本買取契約に基づく当社の表明保証のいずれかに表明保証時点において誤りがある場合又は表明保証時

点後不正確になった場合（但し、割当先が軽微な違反と判断した場合を除きます。） 

⑧当社が本買取契約に定める誓約事項のいずれかに違反している場合（但し、割当先が軽微な違反と判断

した場合を除きます。）及び割当先が当社普通株式に係る借株を得られない場合（当社普通株式の貸主か

ら貸株の返還を求められた場合を含みますが、これに限られません。） 

⑨「行使保証金額」とは、当社が株式購入保証期間を開始する日に先立つ20取引日間の当社普通株式の１

取引日当たりの東京証券取引所における普通取引の日次平均売買代金を基準に、下記表の記載に従って決

定される金額で、下記の表中の対応する行に参照される金額をいいます。 

当社普通株式の流動性 
（日次売買代金の平均） 

行使保証金額 

700万円超 4,000万円 

500万円超から700万円以下 3,000万円 

350万円超から500万円以下 2,000万円 

350万円以下 0円 

(2) 不行使期間 

本買取契約において、当社は、株式購入保証期間（本項(1)に記載）中を除く、本新株予約権の行使期間中、

割当先が本新株予約権を行使することができない期間（以下「不行使期間」という。）を２回まで定めるこ

とができます。なお、１回の不行使期間は10連続取引日以下とし、当社は割当先に対し、当該期間の初日か

ら遡って３取引日前までに書面により不行使期間の通知を行う旨を定めております。 

(3) 買取請求 

本買取契約には、①いずれかの取引日において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が

10取引日連続して平成29年５月25日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の50％（311

円）（但し、下記（注）９(4)により行使価額が調整される場合には、当該行使価額の調整に応じて適宜に調

整されるものとします。）を下回った場合、②いずれかの20連続取引日間の当社普通株式の１取引日当たり

の東京証券取引所における普通取引の平均売買出来高が、平成29年５月26日（なお、同日は含まない。）に

先立つ20連続取引日間の当社普通株式の１取引日当たりの取引所における普通取引の平均売買出来高（但

し、下記（注）８(2)乃至(4)により割当株式数が調整される場合には、当該割当株式数の調整に応じて適宜

に調整されるものとします。）の50％を下回った場合、③割当先が本新株予約権の行使期間満了の１ヶ月前

の時点で未行使の本新株予約権を保有している場合、又は、④東京証券取引所における当社普通株式の取引

が５取引日以上の期間にわたって停止されている場合には、割当先は、それ以後いつでも（株式購入保証期

間中であるか否かを問いません。）、その選択により、当社に対して書面で通知することにより、本新株予

約権の全部又は一部を買い取ることを請求することができる旨が定められております。当社は、当該買取請

求に係る書面が到達した日の翌取引日から起算して15取引日目の日（但し、本新株予約権の行使期間の末日

が先に到来する場合は、本新株予約権の行使期間の末日とします。以下「買取日」という。）において、本
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新株予約権１個当たり、本新株予約権に係る発行価額と同額の金銭と引換えに、当該買取請求に係る本新株

予約権の全部を買取ります。なお、本新株予約権の行使期間が満了した場合でも、当該行使期間中に買取日

が到来する場合における当該各本新株予約権については、当社が割当先に支払うべき発行価額相当額の支払

義務は消滅又は免除されることはありません。 

(4) エクイティ性証券の発行の制限 

当社は、本買取契約締結日から、①行使期間の満了日、②当該満了日以前に本新株予約権の全部の行使が完

了した場合には、当該行使が完了した日、③当社が割当先の保有する本新株予約権の全部を取得した日、及

び④本買取契約が解約された日のいずれか先に到来する日から６ヶ月後までの間、当社は、割当先の事前の

書面による同意がない限り、株式、新株予約権又はこれらに転換し若しくはこれらを取得する権利が付与さ

れた証券を発行してはならない旨が本買取契約において定められております。但し、①当社の役員及び従業

員並びに当社の子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合（当該ストッ

ク・オプションの行使により株式を発行する場合を含む。）、及び②当社が他の事業会社との間で行う業務

上の提携（既存の提携に限らず、新規又は潜在的な提携を含む。）の一環として又はこれに関連して当該他

の事業会社に対してこれらの証券を発行する場合（当該事業会社が金融会社若しくは貸金業者でなく、ま

た、当社に対する金融を提供することを主たる目的として業務上の提携を行うものでもない場合に限る。）

を除きます。 

４．当社の株券の売買に関する事項についての本新株予約権の所有者との間の取決めの内容 

該当事項はありません。 

５．当社の株券の貸借に関する事項について本新株予約権の所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決めが 

あることを知っている場合にはその内容 

該当事項はありません。 

６．その他投資者の保護を図るため必要な事項 

該当事項はありません。 

７．本新株予約権の目的となる株式の種類 

当社普通株式。完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。なお、単

元株式数は100株である。 

８．本新株予約権の目的となる株式の数 

(1) 本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式400,200株（本新株予約権１個当たりの目

的である株式の数（以下「割当株式数」という。）は100株）とする。但し、本項(2)乃至(4)により割当株

式数が調整される場合には、本新株予約権の目的となる株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整され

る。 

(2) 当社が下記（注）９(4)の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整

される。但し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価

額及び調整後行使価額は、下記（注）９に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 

調整後割当株式数 ＝ 
調整前割当株式数×調整前行使価額 

調整後行使価額 
 

(3) 調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る下記（注）９(4)(b)及び(e)による行使価額の調整

に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 

(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者

に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日

その他必要な事項を書面で通知する。但し、下記（注）９(4)(e)の場合その他適用開始日の前日までに上

記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

９．本新株予約権の行使時の払込金額 

(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた

額とする。 

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額 

当初630円とする。但し、行使価額は本項(3)及び(4)に定める修正及び調整を受ける。 

(3) 行使価額の修正 

(a）当社は、行使価額の修正条項の適用を決定することができ、それ以後、行使価額は本項に基づき修正さ

れる。当社は、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正条項の適

用を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正条項の適用を決議した場合、当社は直ちにその旨

を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日の翌取引日以降、「新株予約権の行使期

間」に定める期間の満了日まで、本項(3)(b)を条件に、行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券取

引所における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の90％に

相当する金額（円位未満小数第３位まで算出し、小数第３位の端数を切り上げた金額）に修正される。 
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(b）行使価額は311円（但し、本項(4)による調整を受ける。）を下回らないものとする（以下「下限行使価

額」という。）。本項(3)(a)の計算による修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、

行使価額は下限行使価額とする。 

(4) 行使価額の調整 

(a) 当社は、本新株予約権の発行後、本項(4)(b)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更

が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「行使価額調整式」とい

う。）をもって行使価額を調整する。 

       
既発行株式数 ＋ 

新発行・処分株式数 × １株当たりの払込金額 

調整後 
行使価額 

＝ 
調整前 
行使価額 

× 
１株当たりの時価 

既発行普通株式数＋新発行・処分株式数 

(b) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定め

るところによる。 

① 本項(4)(d)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有す

る当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む。）（但し、新株予約権（新株予約権付

社債に付されたものを含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通

株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又

は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。） 

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場

合はその効力発生日とする。）以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を

与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

② 株式の分割により普通株式を発行する場合 

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 

③ 本項(4)(d)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付

株式又は本項(4)(d)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予

約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行又は付与する場合 

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行

使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（新株予約権の場合は

割当日）以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受け

る権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の取得と引換えに本項(4)(d)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合 

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

⑤ 本項(4)(b)①から③までの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株

主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本項(4)(b)①から③にかかわら

ず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準

日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次

の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。 

 
株式数 

 
 
＝ 
 

(調整前行使価額 － 調整後行使価額) × 
調整前行使価額により当該期
間内に交付された株式数 

調整後行使価額 

この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。 

(c) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満にとどまる場合

は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を

調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引

いた額を使用する。 

(d)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。 

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日（但し、本項(4)(b)⑤の場

合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普

通取引の終値の平均値（終値の日数を除く。）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第

２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。 
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③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が

ある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の１ヶ月

前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控

除した数とする。また、本項(4)(b)⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数

は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものと

する。 

(e) 本項(4)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と

協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。 

① 株式の併合、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。 

② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要と

するとき。 

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に

あたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

(f) 行使価額の調整を行うとき（下限行使価額が調整されるときを含む。）は、当社は、調整後行使価額の

適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価

額、調整後行使価額（調整後の下限行使価額を含む。）並びにその適用開始日その他必要な事項を書面

で通知する。但し、本項(4)(b)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことがで

きない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

10．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格 

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行

使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、

上記（注）８記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。 

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めると

ころに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる

場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資

本金の額を減じた額とする。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 
 当第２四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が次のとおり行使されて
おります。 

 
第２四半期会計期間

（平成29年４月１日から
平成29年６月30日まで）

当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株

予約権付社債券等の数（個）
1

当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数（株）（注） 100

当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等（円） 630

当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額（百万円） 0

当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修

正条項付新株予約権付社債券等の数の累計（個）
1

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予

約権付社債券等に係る累計の交付株式数（株）（注）
100

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予

約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等（円）
630

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予

約権付社債券等に係る累計の資金調達額（百万円）
0

（注）交付株式数については、自己株式を充当しております。 

 

(4) 【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。 
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

発行済株式 
総数残高 
（株） 

資本金増減額 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金 
増減額 
（千円） 

資本準備金 
残高 

（千円） 

平成29年４月１日～ 
平成29年６月30日 
（注） 

60,000 4,930,000 13,740 404,929 13,740 359,209 

（注） 新株予約権の行使による増加であります。

 

(6) 【大株主の状況】

    平成29年６月30日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

合同会社城山21世紀投資 東京都港区海岸１－９－18 490,700 9.95 

サマーバンク合同会社 東京都新宿区四谷１－15 462,000 9.37 

八尾浩嗣 大阪府大阪市福島区 290,600 5.89 

サマーリバー合同会社 東京都新宿区四谷１－15 278,700 5.65 

岡本浩代 東京都世田谷区 258,600 5.25 

築地株式会社 東京都中央区築地４－４－15 220,000 4.46 

脇田栄一 東京都港区 141,200 2.86 

昭栄電気工具株式会社 東京都大田区田園調布南30－８ 140,000 2.84 

笠原朗 大阪府大阪市鶴見区 106,200 2.15 

細川治城 神奈川県横浜市都築区 100,000 2.03 

計 － 2,488,000 50.47 

（注） 当社は、自己株式を400,125株所有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
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(7) 【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29年６月30日現在 
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
普通株式（自己保有株式） 

400,100 
－ 

権利内容に何ら限定のない

当社における標準となる株

式 

完全議決権株式（その他） 普通株式    4,529,200 45,292 

権利内容に何ら限定のない 

当社における標準となる株

式 

単元未満株式 普通株式       700 － － 

発行済株式総数 4,930,000 － － 

総株主の議決権 － 45,292 － 

 

②【自己株式等】

平成29年６月30日現在 
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義 

所有株式数 
（株） 

他人名義 
所有株式数 
（株） 

所有株式数 
の合計 
（株） 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数の 
割合（％） 

（自己保有株式） 

株式会社ラ・アトレ 
東京都港区海岸１－９－18 400,100 － 400,100 8.12 

計 － 400,100 － 400,100 8.12 
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２【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 

(1) 役員の異動 

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役 執行役員

戦略事業部長兼

札幌支店長

取締役 執行役員

戦略事業部長
八尾 浩嗣 平成29年８月10日
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。 

 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成29年４月１日から平

成29年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年１月１日から平成29年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、監査法人よつば綜合事務所による四半期レビューを受けております。 
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１【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

    （単位：千円） 

  前連結会計年度 
(平成28年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成29年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 926,547 421,162 

売掛金 10,395 4,898 

販売用不動産 5,586,475 7,175,156 

仕掛販売用不動産 2,459,989 2,826,363 

その他 470,521 589,191 

貸倒引当金 △900 △900 

流動資産合計 9,453,029 11,015,872 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 1,733,176 2,100,299 

土地 790,971 1,104,859 

その他（純額） 3,222 12,690 

有形固定資産合計 2,527,369 3,217,848 

無形固定資産    

その他 2,386 71,660 

無形固定資産合計 2,386 71,660 

投資その他の資産 256,919 266,187 

固定資産合計 2,786,675 3,555,697 

繰延資産 1,754 2,593 

資産合計 12,241,459 14,574,162 
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    （単位：千円） 

  前連結会計年度 
(平成28年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成29年６月30日) 

負債の部    

流動負債    

買掛金 262,911 431,159 

短期借入金 1,219,500 1,478,400 

1年内返済予定の長期借入金 899,459 3,198,615 

未払法人税等 30,617 25,556 

その他 624,188 763,817 

流動負債合計 3,036,676 5,897,550 

固定負債    

長期借入金 6,781,925 6,069,400 

資産除去債務 68,259 66,942 

その他 627,720 658,963 

固定負債合計 7,477,906 6,795,305 

負債合計 10,514,583 12,692,855 

純資産の部    

株主資本    

資本金 382,224 404,929 

資本剰余金 580,704 603,422 

利益剰余金 989,852 1,092,465 

自己株式 △203,358 △203,308 

株主資本合計 1,749,422 1,897,509 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 △14,936 △11,512 

繰延ヘッジ損益 △10,249 △8,699 

為替換算調整勘定 △1,246 △1,090 

その他の包括利益累計額合計 △26,431 △21,302 

新株予約権 3,884 5,100 

純資産合計 1,726,875 1,881,307 

負債純資産合計 12,241,459 14,574,162 
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

    （単位：千円） 

 
 前第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年１月１日 

 至 平成28年６月30日) 

 当第２四半期連結累計期間 
(自 平成29年１月１日 
 至 平成29年６月30日) 

売上高 1,557,274 2,392,279 

売上原価 1,284,384 1,752,584 

売上総利益 272,889 639,695 

販売費及び一般管理費 ※ 252,028 ※ 389,497 

営業利益 20,860 250,198 

営業外収益    

受取利息 127 1,133 

受取配当金 1,046 1,037 

雑収入 3,368 5,307 

営業外収益合計 4,542 7,477 

営業外費用    

支払利息 50,796 102,819 

支払手数料 8,250 7,220 

為替差損 26,756 7,619 

株式交付費償却 904 976 

社債発行費等償却 216 300 

その他 3,974 5,214 

営業外費用合計 90,898 124,149 

経常利益又は経常損失（△） △65,495 133,526 

特別損失    

固定資産売却損 100,403 － 

固定資産除却損 － 6,967 

特別損失合計 100,403 6,967 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△） 
△165,899 126,558 

法人税、住民税及び事業税 562 20,069 

法人税等調整額 6,935 △17,956 

法人税等合計 7,497 2,113 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △173,397 124,445 

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △4,149 － 

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△） 
△169,247 124,445 

 

- 20 -



【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

    （単位：千円） 

 
 前第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年１月１日 

 至 平成28年６月30日) 

 当第２四半期連結累計期間 
(自 平成29年１月１日 
 至 平成29年６月30日) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △173,397 124,445 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △40,309 3,423 

繰延ヘッジ損益 △11,326 1,549 

為替換算調整勘定 △790 155 

その他の包括利益合計 △52,426 5,128 

四半期包括利益 △225,824 129,573 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 △221,271 129,573 

非支配株主に係る四半期包括利益 △4,552 － 
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

    （単位：千円） 

 
 前第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年１月１日 

 至 平成28年６月30日) 

 当第２四半期連結累計期間 
(自 平成29年１月１日 
 至 平成29年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半

期純損失（△） 
△165,899 126,558 

減価償却費 27,992 42,678 

受取利息及び受取配当金 △1,173 △2,170 

支払利息 50,796 102,819 

支払手数料 8,250 7,220 

株式交付費償却 904 976 

社債発行費等償却 216 300 

固定資産売却損益（△は益） 100,403 － 

固定資産除却損 － 6,967 

引当金の増減額（△は減少） △7,894 － 

売上債権の増減額（△は増加） 805 5,496 

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,074,448 △1,955,054 

共同事業出資金の増減額（△は増加） 25,000 － 

仕入債務の増減額（△は減少） 102,611 168,248 

未収消費税等の増減額（△は増加） － 46,447 

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,887 30,392 

その他 114,166 108,477 

小計 △1,824,156 △1,310,642 

利息及び配当金の受取額 1,173 1,695 

利息の支払額 △54,960 △114,338 

法人税等の支払額 △41,955 △26,500 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,919,898 △1,449,785 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

積立預金の預入による支出 △3,500 △3,500 

積立預金の払戻による収入 － 30,000 

出資金の払込による支出 － △3,500 

有形固定資産の取得による支出 △684,855 △802,372 

有形固定資産の売却による収入 426,139 － 

無形固定資産の取得による支出 － △69,525 

投資有価証券の取得による支出 △87,184 △5,100 

投資有価証券の売却による収入 5,000 100 

建設協力金の支払による支出 △2,704 △3,726 

建設協力金の回収による収入 72,315 － 

貸付けによる支出 － △35,000 

貸付金の回収による収入 427 518 

その他 △5,597 △4,446 

投資活動によるキャッシュ・フロー △279,959 △896,552 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額（△は減少） 126,000 258,900 

長期借入れによる収入 2,693,000 2,157,450 

長期借入金の返済による支出 △936,763 △570,819 

株式の発行による支出 － △118 

新株予約権の行使による株式の発行による収入 33,400 44,284 

新株予約権の発行による支出 － △2,160 

新株予約権の発行による収入 － 2,341 

自己株式の取得による支出 △53,181 － 

自己株式の処分による収入 － 63 

配当金の支払額 △20,458 △21,766 

リース債務の返済による支出 △352 △377 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,841,643 1,867,797 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △790 155 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △359,005 △478,384 

現金及び現金同等物の期首残高 776,645 899,547 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 417,640 ※ 421,162 
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

 該当事項はありません。 
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（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

（連結の範囲の重要な変更）

 当第２四半期連結会計期間より、新たに設立した合同会社旭川開発を連結の範囲に含めております。
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（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当第１

四半期連結会計期間から適用しております。
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（四半期連結貸借対照表関係）

保証債務 

 連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対して、次のとおり債務保証を行っております。 

前連結会計年度 
（平成28年12月31日） 

当第２四半期連結会計期間 
（平成29年６月30日） 

－ －千円 合同会社キャット５ 140,000千円 

計 －千円 計 140,000千円 

※平成29年１月31日付で、ケイツー・ヘルスケア合同会社（非連結子会社）による固定資産取得のための金融機関から

の借入に対して債務保証を行っておりましたが、当第２四半期連結会計期間において、同社を譲渡するとともに同社

で保有していた資産も譲渡したことにより債務保証が消滅しております。
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（四半期連結損益計算書関係）

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。 

 

 
 前第２四半期連結累計期間 
（自 平成28年１月１日 

  至 平成28年６月30日） 

 当第２四半期連結累計期間 
（自 平成29年１月１日 

  至 平成29年６月30日） 

販売手数料 33,451千円 75,315千円 

広告宣伝費 1,443  〃 45,712  〃 

従業員給与手当 72,116  〃 100,615  〃 
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のと

おりであります。 

 
前第２四半期連結累計期間
（自  平成28年１月１日
至  平成28年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自  平成29年１月１日
至  平成29年６月30日）

現金及び預金勘定 442,140千円 421,162千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △24,500 〃 － 〃 

現金及び現金同等物 417,640千円 421,162千円
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（株主資本等関係）

前第２四半期連結累計期間（自 平成28年１月１日 至 平成28年６月30日） 

１．配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成28年３月30日 
定時株主総会 

普通株式 20 5.00 平成27年12月31日 平成28年３月31日 利益剰余金 

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の

末日後となるもの 

 該当事項はありません。 

 

３．株主資本の著しい変動 

①自己株式の取得 

 当社は、平成28年２月25日開催の臨時取締役会決議に基づき、自己株式を44,900株、26,663千円取得いたし

ました。 

 また当社は、平成28年５月19日開催の臨時取締役会決議に基づき、自己株式を50,000株、26,518千円取得い

たしました。 

②新株予約権の権利行使による資本金の額及び資本準備金の額の増加 

 当第２四半期連結累計期間において、第４回新株予約権の権利行使により、資本金及び資本準備金がそれぞ

れ17,323千円増加いたしました。 

 

 この結果、当第２四半期連結会計期間末における資本金は373,563千円、資本剰余金は572,043千円、自己株

式は△203,358千円となっております。 

 

当第２四半期連結累計期間（自 平成29年１月１日 至 平成29年６月30日） 

１．配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成29年３月29日 
定時株主総会 

普通株式 21 5.00 平成28年12月31日 平成29年３月30日 利益剰余金 

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の

末日後となるもの 

 該当事項はありません。 

 

３．株主資本の著しい変動 

 当第２四半期連結累計期間において、第４回及び第５回新株予約権の権利行使により、資本金及び資本準備

金がそれぞれ22,704千円増加いたしました。 
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成28年１月１日 至 平成28年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

          （単位：千円） 

  報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
 

新築不動産
販売部門 

再生不動産
販売部門 

不動産管理
事業部門 

計 

売上高            

外部顧客への売上高 435,345 940,244 178,216 1,553,807 3,467 1,557,274 

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － － 23,616 23,616 

計 435,345 940,244 178,216 1,553,807 27,084 1,580,891 

セグメント利益 30,730 52,023 86,964 169,718 15,809 185,528 

（注） 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リフォーム事業、仲介事業、損害

保険の代理店事業を含んでおります。 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円） 
 

利益 金額 

報告セグメント計 169,718 

「その他」の区分の利益 15,809 

セグメント間取引消去 △23,616 

全社費用（注） △227,406 

四半期連結損益計算書の経常損失（△） △65,495 

（注） 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外費用であります。 

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成29年１月１日 至 平成29年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

          （単位：千円） 

  報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
 

新築不動産
販売部門 

再生不動産
販売部門 

不動産管理
事業部門 

計 

売上高            

外部顧客への売上高 1,052,929 1,073,974 260,188 2,387,092 5,187 2,392,279 

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － 2,750 2,750 27,927 30,677 

計 1,052,929 1,073,974 262,938 2,389,842 33,114 2,422,956 

セグメント利益 97,485 168,819 135,176 401,481 17,132 418,614 

（注） 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リフォーム事業、仲介事業、損害

保険の代理店事業を含んでおります。 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円） 
 

利益 金額 

報告セグメント計 401,481 

「その他」の区分の利益 17,132 

セグメント間取引消去 △27,927 

全社費用（注） △257,161 

四半期連結損益計算書の経常利益 133,526 

（注） 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外費用であります。 

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 
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（１株当たり情報）

 １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（単位：千円） 
 

項目 
前第２四半期連結累計期間 
（自 平成28年１月１日 
至 平成28年６月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成29年１月１日 
至 平成29年６月30日） 

(1）１株当たり四半期純利益金額又は 
１株当たり四半期純損失金額（△） 

△40円97銭 28円04銭 

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は 
親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△） 
（千円） 

△169,247 124,445 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期 
純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期 
純損失金額（△）（千円） 

△169,247 124,445 

普通株式の期中平均株式数（株） 4,131,090 4,438,276 

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 － 27円54銭 

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額（千円） － － 

（うち支払利息（税額相当額控除後）（千円）） － － 

普通株式増加数（株） － 79,615 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 

－ 

平成29年５月26日取締役会

決議の行使価額修正条件付

第６回新株予約権（新株予

約権の数4,001個） 

この概要は「第３[提出会社

の状況]（2）[新株予約権の

状況]」に記載のとおりであ

ります。

（注）前第２四半期連結累計期間における潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在する

ものの、１株当たり四半期純損失金額であるため、記載しておりません。
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２【その他】

 該当事項はありません。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 該当事項はありません。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成29年８月10日

株式会社ラ・アトレ 

取締役会 御中 

 

監査法人よつば綜合事務所 

 

 
指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士 徳永 剛   印 

 

 
指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士 高屋 友宏  印 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ラ・ア

トレの平成29年１月１日から平成29年12月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成29年４月１日から平

成29年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年１月１日から平成29年６月30日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシ

ュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表

を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠

して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ラ・アトレ及び連結子会社の平成29年６月30日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示してい

ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。 

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 

 


